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R4.1.28
環境審議会生活環境部会
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大腸菌

大腸菌群
土壌・水等，ふん便
以外にも自然界に　
多数存在
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類型
現行の環境基準値
（大腸菌群数）

環境基準設定の
考え方

河川・湖沼AA類型
（水道1級）

50MPN/100ml以下
（ろ過等による簡易な浄水操作における）

塩素滅菌により死滅させうる大腸菌群
数の安全限界値

河川・湖沼・海域A類型
（水道2級，水浴） 1,000MPN/100ml以下

・沈殿ろ過等による通常の浄水操作
　を想定
・AA類型の値をもとに，類型間で適切
　な比率を用いて設定

河川B類型
（水道3級） 5,000MPN/100ml以下

・前処理等を伴う高度の浄水操作を
　想定
・AA類型の値をもとに，類型間で適切
　な比率を用いて設定 4
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類型
新たな環境基準値
（大腸菌数）

環境基準設定の
考え方

河川・湖沼AA類型
（水道1級，
自然環境保全）

自然環境保全
20CFU/100ml以下 自然環境保全（人為的なふん便汚染が極めて

少ない地点の実態（23CFU/100ml）及び水道1級
の水道原水の実態（147CFU/100ml）から基準値
を導出

水道１級
100CFU/100ml以下

河川・湖沼・海域A類型
（水道2級，水浴，
自然環境保全）

水道2級（河川・湖沼）
水浴（河川・湖沼・海域）

300CFU/100ml以下

USEPAの水浴水質基準（320CFU/100ml）及び水
道2級の水道原水の実態（350CFU/100ml）から
基準値を導出

海域の自然環境保全は，自然公園等に指定さ
れている海域の大腸菌数の実測値から基準値
を導出

自然環境保全（海域）
20CFU/100ml以下

河川B類型
（水道3級） 1,000CFU/100ml以下 水道3級の水道原水の実態（1,500CFU/100ml）

から基準値を導出

※水産１級，水産２級及び水産３級については，当分の間，大腸菌数の基準値は適用しない
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類型
新たな環境基準値
（大腸菌数）

適用の検討が
必要な水域

適応の考え方

河川・湖沼AA類型
（水道1級，
自然環境保全）

自然環境保全
20CFU/100ml以下

【河川AA】
・吉野川上流
・勝浦川上流
・那賀川上流
・海部川上流

・自然公園等に指定されて　　
いる

・自然探勝（自然歩道での
散策）等の際に，自然景観
として利用されている
・ほとんど人為汚濁がない
　→「自然環境保全」

・浄水場の取水地点がある
　→「水道１級・２級」

・海水浴利用がある
　→「自然環境保全」

水道１級
100CFU/100ml以下

河川・湖沼・海域A類型
（水道2級，水浴，
自然環境保全）

水道2級（河川・湖沼）
水浴（河川・湖沼・海域）

300CFU/100ml以下

【海域A】
・県北沿岸海域
・紀伊水道海域
・県南沿岸海域
・那賀川河口
・橘港
・椿泊湾

自然環境保全（海域）
20CFU/100ml以下 9

パターン１：AA類型指定時に，「自然環境保全」のみを利用目的としている水域

周辺で「自然環境保全」の
利用がある

浄水場（水道1級相当）の
取水地点がない

環境基準点

環境基準点

「20CFU/100ml以下」を適用
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パターン１：AA類型指定時に，「水道１級」のみを利用目的としている水域

周辺で「自然環境保全」の
利用がない

浄水場（水道1級相当）の
取水地点がある

環境基準点

環境基準点

「100CFU/100ml以下」を適用
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パターン１：AA類型指定時に，「自然環境保全」と「水道１級」を考慮している水域

周辺で「自然環境保全」の
利用がある

浄水場（水道1級相当）の
取水地点がある

環境基準点

環境基準点

「20CFU/100ml以下」を適用
※「自然環境保全（20CFU/100ml以下）」と　
　 「水道１級（100CFU/100ml以下）」が競合
　 する場合は，低い方の基準値が採用される
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パターン１：A類型指定時に，「水浴」のみを利用目的としている水域

周辺で「水浴」の
利用がある

環境基準点

環境基準点

「300CFU/100ml以下」を適用

周辺で「自然環境保全」の
利用がない

13

パターン１：A類型指定時に，「自然環境保全」と「水浴」を考慮している水域

周辺で「水浴」の
利用がある

環境基準点

環境基準点

「20CFU/100ml以下」を適用
※「水浴（300CFU/100ml以下）」と　
　 「自然環境保全（20CFU/100ml以下）」が競合
　 する場合は，低い方の基準値が採用される

周辺で「自然環境保全」の
利用がある
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類型
適用の検討が
必要な水域

類型指定時の検討状況，
利用状況

新たな環境基準値(案)
（大腸菌数）

河川AA類型

吉野川上流 剣山国定公園 20CFU/100ml以下

勝浦川上流 中部山渓県立自然公園，自然環境保全 20CFU/100ml以下

那賀川上流 中部山渓県立自然公園，自然環境保全 20CFU/100ml以下

20CFU/100ml以下海部川上流 中部山渓県立自然公園近接

海域A類型

県北沿岸海域
瀬戸内海国立公園，
自然環境保全（海水浴場有）

20CFU/100ml以下

紀伊水道海域
室戸阿南海岸国定公園，
自然環境保全（海水浴場有）

20CFU/100ml以下

県南沿岸海域 室戸阿南海岸国定公園，自然環境保全 20CFU/100ml以下

那賀川河口 水産１級，水産２級

橘港 室戸阿南海岸国定公園，自然環境保全 20CFU/100ml以下

20CFU/100ml以下椿泊湾 室戸阿南海岸国定公園，自然環境保全
15
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12

2月
2

10月
4

11月
5

3月
8

12月
10

7月
11

6月
20

1月
25

4月
30

5月
50

8月
100

9月
300

＜例＞

（単位：CFU/100ml）

大腸菌数　小　←　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　大

※90%水質値
　　　月１回測定を行い，年間12個のデータを取得した場合，
　　　　0.9×12番目 = 10.8 = 11番目 
　　　のデータ値（８月：100CFU/100ml）を90%水質値とする。
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